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配当方針の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2030 年度中期経営計画期間中（2027 年 3 月期～2031

年 3月期）の配当方針を、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 配当方針変更の理由 

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の重要な政策と考え、連結配当性向 30％を

基準とする方針に沿って配当を実施してまいりましたが、より継続的かつ安定的な利益還元を

実施するために、配当下限値を設定することといたしました。 

 

2. 変更内容 

（変更前） 

当社は適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性を目指し、収益状況に対応した適正な

配当維持に努力することを基本方針としており、また、内部留保を充実し、企業体質の強化と

将来の事業展開に備えたいと考えております。収益状況に対応した適正な配当の指標としては、

連結配当性向年間 30％程度を目安としております。 

 

（変更後） 

当社は適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性を目指し、収益状況に対応した適正な

配当維持に努力することを基本方針としており、また、株主の皆様に対する利益還元を経営の

重要な課題の一つと位置付け、内部留保を確保しながら、継続的かつ安定的な配当の実施を図

ります。適正な配当の指標としては、連結配当性向年間 30％程度を目安とし、2030 年度中期

経営計画期間中（2027年 3月期～2031年 3 月期）は、１株当たり年間配当金 10円を下限値と

いたします。なお、特殊要因にかかる一時的な損失や利益計上により、親会社株主に帰属する

当期純利益が大きく変動する場合は、その影響を考慮し配当金額を決定します。 

 

3. 変更時期 

2027年 3 月期より 2031年 3 月期まで適用いたします。 

以上 


